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条  例  案  の  概  要 

議案第１１３号 幸手市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．１０月引上げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和６年度 2.25 2.25 4.50 

【改定後①】 令和６年度 2.25 2.35 4.60 

【改定後②】 令和７年度以降 2.30 2.30 4.60 

（第１条及び第２条中第５条関係） 

２ 施行期日等 

(1) 上記１内容【改定後①】について  

公布の日（令和６年１２月１日から適用） 

(2)  上記１内容【改定後②】について  

令和７年４月１日 

議案第１１４号 幸手市市長等の給与等に関する条例の一部を改正する条

例  

１ 内  容 

期末手当の支給割合の改定   

年間支給割合を０．１０月引上げ 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和６年度 2.25 2.25 4.50 

【改定後①】 令和６年度 2.25 2.35 4.60 

【改定後②】 令和７年度以降 2.30 2.30 4.60 

（第１条及び第２条中第５条関係） 
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２ 施行期日等 

(1) 上記１内容【改定後①】について  

公布の日（令和６年１２月１日から適用） 

(2) 上記１内容【改定後②】について  

     令和７年４月１日 

議案第１１５号 幸手市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

(1) 給料表の改定                   

給料月額を３，３００円から２６，３００円までの間で引上げ 

（第１条中別表第１関係） 

  (2) 期末手当の支給割合の改定 

     年間支給割合を０．０５月引上げ 

（定年前再任用短時間勤務職員は、０．０２５月引上げ） 

（単位：月） 

 
年度 

期末手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和６年度 1.225 

(0.6875) 

1.225 

(0.6875) 

2.45 

(1.375) 

【改定後①】 令和６年度 1.225 

(0.6875) 

1.275 

(0.7125) 

2.50 

(1.40) 

【改定後②】 令和７年度以降 1.25 

(0.70) 

1.25 

(0.70) 

2.50 

(1.40) 

※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

（第１条及び第２条中第１７条の４関係） 

(3) 勤勉手当の支給割合の改定 

年間支給割合を０．０５月引上げ 

（定年前再任用短時間勤務職員は、０．０２５月引上げ） 
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（単位：月） 

 
年度 

勤勉手当支給割合 

６月期 １２月期 年間計 

【現 行】 令和６年度 1.025 

(0.4875) 

1.025 

(0.4875) 

2.05 

(0.975) 

【改定後①】 令和６年度 1.025 

(0.4875) 

1.075 

(0.5125) 

2.10 

(1.00) 

【改定後②】 令和７年度以降 1.05 

(0.50) 

1.05 

(0.50) 

2.10 

(1.00) 

※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

（第１条及び第２条中第１７条の７関係） 

  （参考） 

期末手当・勤勉手当支給割合  （単位：月） 

 期末手当 勤勉手当 年間計 

改定前 2.45 

（1.375） 

2.05 

（0.975） 

4.50 

（2.35） 

改定後 2.50 

（1.40） 

2.10 

（1.00） 

4.60 

（2.40） 

      ※ 表中（）内は定年前再任用短時間勤務職員の支給割合 

２ 施行期日等 

(1) 上記１内容(1)について  

公布の日（令和６年４月１日から適用） 

(2) 上記１内容(2) 【改定後①】及び(3)【改定後①】について 

公布の日（令和６年１２月１日から適用） 

(3) 上記１内容(2) 【改定後②】及び(3)【改定後②】について  

令和７年４月１日 
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議案第１１６号 幸手市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部

を改正する条例  

１ 内  容 

(1) 特定任期付職員の給料月額の改定            

＜１号給＞ ３８０，０００円 → ３９２，０００円 

＜２号給＞ ４２７，０００円 → ４４０，０００円 

＜３号給＞ ４７７，０００円 → ４９２，０００円 

＜４号給＞ ５３９，０００円 → ５５５，０００円 

＜５号給＞ ６１５，０００円 → ６３４，０００円 

（第７条関係） 

 (2) 特定業務等従事任期付職員の給料月額の改定     

＜１級＞  １８１，８００円 → ２０７，４００円 

＜２級＞   ２０２，４００円 → ２２５，６００円 

＜３級＞   ２４０，９００円 → ２６１，３００円 

＜４級＞   ２７１，６００円 → ２８７，３００円 

＜５級＞   ２９５，４００円 → ３０９，８００円 

（第８条関係） 

２ 施行期日等     

公布の日（令和６年４月１日から適用） 

 


